
防府商工会議所事業補助金交付要綱 

平成３１年４月１日制定 

（趣旨） 

第１条 市長は、市内商工業の総合的な振興を図るため、商工会議所

法（昭和２８年法律第１４３号。）の定めにより設立された防府商工

会議所（以下「会議所」という。）が実施する事業に要する経費の一

部に対し、防府市中小企業振興条例及び同条例施行規則又はこの要

綱に基づき、予算の範囲内において補助金を交付する。 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金の名称、補助の対象となる事業、補助対象経費及び補

助金の額は、別表のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第３条 会議所は、補助金の交付を受けようとするときは、防府商工

会議所事業補助金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書

類を添えて市長に申請しなければならない。 

（１）事業計画書（目的、内容及び効果を記載のこと） 

（２）収支予算書 

（３）その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の交付決定） 

第４条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、そ

の内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し防府商

工会議所事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により会議所に

通知する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、

必要があると認めるときは、条件を付すことができる。 

（事業計画の変更） 

第５条 会議所は、当該事業を変更又は中止しようとするときは、速

やかに防府商工会議所事業補助金計画変更・中止承認申請書（第３

号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査



し適当と認めるものについて、防府商工会議所事業補助金交付決定

変更通知書（第４号様式）により通知する。 

（事業完了届及び実績報告書） 

第６条 会議所は、当該事業を完了したときは、防府商工会議所事業

補助金完了届兼実績報告書（第５号様式）に次の各号に掲げる書類

を添えて、当該事業が完了した日から３０日以内又は会計年度末の

いずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。 

（１）事業報告書（当該事業の成果を記載のこと） 

（２）収支決算書 

（３）その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内

容を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

防府商工会議所事業補助金交付確定通知書（第６号様式）により通

知する。 

（補助金の交付請求） 

第８条 会議所は、補助金の交付を受けようとするときは、防府商工

会議所事業補助金交付請求書（第７号様式）に前条に規定する確定

通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。 

（概算払） 

第９条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を概算払により

交付することができる。ただし、概算払により交付できる額は、防

府商工会議所事業補助金交付決定通知書に記載された補助金交付額

を上限とする。 

２ 会議所は、前項の規定により概算払による補助金の交付を受けよ

うとするときは、防府商工会議所補助金概算払請求書（第８号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（概算払の精算） 

第１０条 会議所は、前条の規定により概算払による補助金の交付を

受けた場合において、第７条による通知を受けたときは、防府商工



会議所事業補助金概算払精算書（第９号様式）により精算手続きを

取るとともに、不足が生じた場合にあっては不足額を請求し、残額

が生じた場合にあってはこれを返納しなければならない。 

 （補助金の交付決定の取消） 

第１１条 市長は、会議所が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金が既に交付

されているときは、防府商工会議所事業補助金返還命令書（第１０

号様式）によりその返還を命ずることができる。 

（１） 偽りの申請その他の不正の手段により補助金の交付を受けたと 

  き 

（２）補助金の交付に関して付した条件に違反したとき 

（３）この要綱に違反したとき 

（４）補助金を当該事業以外の用途に使用したとき 

（５）当該事業の施行方法が、不正、怠慢その他不適当であると認め 

られるとき 

（６）事業実施期間内に完了する見込みがなくなったとき 

（７）その他、市長が不適当と認めたとき 

２ 前項の規定は、第７条の規定による交付すべき補助金の額の確定

があった後においても適用する。 

（補助対象事業の経理） 

第１２条 会議所は、補助対象事業に係る収支を記入した帳簿を設け

て支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書

類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度終了後５年間保存

しなければならない。 

 （検査等） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、会議所に対し報告を

求め、又は関係職員をして帳簿その他の関係書類を検査させ、若し

くは調査させることができる。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な



事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

補助金の名称 補助対象事業 補助対象経費 補助金額 

小 規 模 企 業 者 

育 成 支 援 事 業 

補 助 金 

経営・税務・労務に関

する事業 

・報償費（講師謝金、専門家謝金） 

・旅費（講師旅費、専門家旅費） 

・消耗品費 

・印刷製本費 

・通信運搬費（郵送料、配送料） 

・広告料 

・手数料（振込手数料） 

・委託料 

・使用料及び賃借料（会場使用料、機器

使用料） 

・その他市長が特に必要と認める経費 

市長が 

認める額 

市 内 企 業 従 業 員 の 研

修に関する事業 

そ の 他 市 長 が 小 規 模

企 業 者 育 成 支 援 事 業

補 助 金 の 対 象 に 該 当

すると認める事業 

中 小 企 業 

サ ポ ー ト 事 業 

補 助 金 

相 談 機 能 の 強 化 に 関

する事業 

・報酬（嘱託職員） 

・手当（嘱託及び臨時職員の通勤手当、

時間外勤務手当、期末手当） 

・賃金 

・共済費（社会保険料、雇用保険料、労

災保険料） 

中小企業相談所と別の場所に相談所を

設置して相談対応を行う場合は、下記経

費も含める。 

・消耗品費 

・光熱水費（電気代、ガス代、上下水道

代） 

・通信運搬費（電話料、通信回線料） 

・手数料（振込手数料） 

・委託料（警備委託料等） 

・使用料及び賃借料 

市長が 

認める額 

そ の 他 市 長 が 中 小 企

業 サ ポ ー ト 事 業 補 助

金 の 対 象 に 該 当 す る

と認める事業 



中 小 企 業 

活 力 向 上 事 業 

補 助 金 

施 策 情 報 等 の 効 果 的

な提供に関する事業 

・報償費（講師謝金、専門家謝金） 

・旅費（講師旅費、専門家旅費） 

・消耗品費 

・印刷製本費 

・通信運搬費（郵送料、配送料） 

・広告料 

・手数料（振込手数料） 

・委託料 

・使用料及び賃借料（会場使用料、機器

使用料） 

・その他市長が特に必要と認める経費 

市長が 

認める額 

金 融 機 関 等 と 連 携 し

て 行 う 経 営 支 援 に 関

する事業 

専門家（中小企業診断

士等）による個別相談

に関する事業 

市 内 企 業 の 経 営 資 源

の活用に関する事業 

そ の 他 市 長 が 中 小 企

業 活 力 向 上 事 業 補 助

金 の 対 象 に 該 当 す る

と認める事業 

企 業 の 魅 力 

発 信 事 業 

補 助 金 

採 用 説 明 会 の 開 催 等

企 業 情 報 の 発 信 に 関

する事業 

・報償費（講師謝金、専門家謝金） 

・旅費（講師旅費、専門家旅費） 

・消耗品費 

・印刷製本費 

・通信運搬費（郵送料、配送料） 

・広告料 

・手数料（振込手数料） 

・委託料 

・使用料及び賃借料（会場使用料等） 

・その他市長が特に必要と認める経費 

市 長 が 認 め る

額 

※ただし、受講料や他の補助金等の収入がある場合は、補助対象経費から当該収入の額を

差し引くものとする。 

 



第１号様式（第３条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

 

住 所 

団体名 

代表者            

 

 

年度防府商工会議所事業補助金交付申請書 

 

防府商工会議所事業補助金の交付を受けたいので、防府商工会議所

事業補助金交付要綱第３条の規定により、下記のとおり関係書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金の名称  

 

２ 交付申請額   金        円  

 

３ 関係書類  

（１）事業計画書（目的、内容及び期待される効果を記載のこと） 

（２）収支予算書  

（３）その他 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

号  

年  月  日  

 

        様 

 

防府市長      

 

年度防府商工会議所事業補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった防府商工会議所事業補助金に

ついて、下記のとおり交付決定したので、防府商工会議所事業補助金

交付要綱第４条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の名称  

 

２ 交付決定額   金         円  

 

３ 条   件  

①  補助事業等の内容又は経費の配分の変更をするときは、市長

の承認を得ること。  

②  補助事業を中止又は廃止するときは、市長の承認を得ること。 

③  補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難

になったときは、速やかに市長に報告してその指示を受ける

こと。  

 

 

 



第３号様式（第５条関係） 

年  月  日  

 

（宛先）防府市長 

 

住 所 

団体名 

代表者            

 

年度防府商工会議所事業補助金計画変更・中止承認申請書 

 

年  月  日付、指令防商第  号で交付決定を受けた防府

商工会議所事業補助金計画を変更・中止したいので、防府商工会議

所事業補助金交付要綱第５条の規定により申請します。 

記 

 

１ 事業計画変更・中止の理由及び内容  

 

２ 変更となる補助金の額  

  変更前      円 

  変更後      円 

  増 減      円 

 

３ 添付書類  

（１）事業計画変更・中止の内容に関する書類 

（２）その他 

 

 

 

 



第４号様式（第５条関係） 

号  

年  月  日  

 

        様 

 

防府市長        

 

年度防府商工会議所事業補助金交付決定変更通知書 

 

年  月  日付で変更申請のあった防府商工会議所事業補助

金について、下記のとおり補助金の交付決定額を変更したので、防府

商工会議所事業補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の名称  

 

２ 変更交付決定額   金         円  

   変更前     円  

   変更後     円  

   増減額     円  

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第６条関係） 

年  月  日  

 

（宛先）防府市長 

 

住 所 

団体名 

代表者            

 

年度防府商工会議所事業補助金完了届兼実績報告書 

 

年  月  日付、指令防商第  号 で交付決定を受けた防

府商工会議所事業補助金について、事業が完了しましたので、防府商

工会議所事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて

その実績を報告します。 

記 

 

１ 補助金の名称  

 

２ 関係書類  

（１）事業報告書（目的、内容及び成果を記載のこと） 

（２）収支決算書 

（３）その他 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第７条関係） 

号  

年  月  日  

 

        様 

 

防府市長      

 

 

年度防府商工会議所事業補助金交付確定通知書 

 

年  月  日付で実績報告のあった防府商工会議所事業補助

金について、下記のとおり補助金の額を確定したので、防府商工会議

所事業補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の名称  

 

２ 交付決定額    金         円  

 

３ 交付確定額    金         円  

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第８条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

住 所 

団体名 

代表者            

 

年度防府商工会議所事業補助金交付請求書 

 

年  月  日付指令防商第  号で交付決定のあった防府商

工会議所事業補助金を交付されるよう、防府商工会議所事業補助金交

付要綱第８条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

１ 補助金の名称  

 

２ 請求額 金          円 

交付決定額 

交付確定額 

既交付額 

 

 

振  込  先 

金 融 機 関 名 

 

銀行・信用金庫・労働金庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・支所・出張所  

口 座 番 号 ･ 種 別        １:普通   ２ :当座 

口 座 名 義 
 

 

 



第８号様式（第９条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

 

住 所 

団体名 

代表者            

 

年度防府商工会議所事業補助金概算払請求書 

 

年  月  日付指令防商     号で交付決定のあった防

府商工会議所事業補助金について、防府商工会議所事業補助金交付要

綱第９条の規定により、下記のとおり概算払請求します。 

 

記 

１ 補助金の名称  

 

２ 概算払請求額  金          円 

交付決定額 

既交付額 

 

 

振  込  先 

金 融 機 関 名 

 

銀行・信用金庫・労働金庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・支所・出張所  

口 座 番 号 ･ 種 別        １:普通   ２ :当座 

口 座 名 義 
 

 

 



第９号様式（第１０条関係） 

年  月  日  

 

（宛先）防府市長 

 

住 所 

団体名 

代表者            

 

年度防府商工会議所事業補助金概算払精算書 

 

概算払を受けた防府商工会議所事業補助金について、防府商工会議

所事業補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり精算しま

す。 

 

記 

１ 補助金の名称 

 

２ 請求額・返納額   金       円 

概算払額 

清算金額 

差引額 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１１条関係） 

号  

年  月  日  

       様 

 

防府市長           

 

年度防府商工会議所事業補助金返還命令書 

 

年  月  日付で申請のあった防府商工会議所事業補助金に

ついて、防府商工会議所事業補助金交付要綱第１１条の規定により、

下記のとおり補助金の返還を命ずる。 

 

記 

１ 補助金の名称  

 

２ 返還すべき金額  金           円  

 

交付決定額 

交付確定額 

既交付額 

 

 

 

 

 

 


